
 
 

※参加費用無料期間は、令和４年１月末までです。無料期間終了後も継続して 

ご利用いただく場合は、年額 3,300 円（税込）の利用料が必要です。 

                            

 
＜発行＞公益社団法人  

京都府宅地建物取引業協会  

第三支部 支部合同事務所 

TＥＬ 075-417-0007 
ＦＡＸ 075-417-0008 
MAIL sibu3@kyoto-takken.or.jp 
 

【会員総数】 
正会員    ３５７名 
準会員     ４０名 
青年部会員  ５１名 

＊令和 ３年 ５月１０日現在 

～現在 開催中止～ 
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https://www.kyoto-takken.or.jp/news/2021/02/post-20495.php 
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パンフレット・操作マニュアルは、

右のＱＲコードの読み取りからも 

ダウンロードいただけます！ 

https://www.kyoto-takken.or.jp/news/2021/02/post-20495.php

